
新
聞
掲
載
記
事
よ
り

《 長崎新聞 令和2年4月27日朝刊より 》
※新聞記事のレイアウトを変更しております。

【
質
問
】
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
軽

症
者
が
自
宅
や
、
自
治
体
の
用
意
す
る
施
設
な

ど
で
療
養
す
る
の
は
、
な
ぜ
で
す
か
。

（
55
歳
、
会
社
員
）

新
型
コ
ロ
ナ
軽
症
者
の
自
宅
待
機

【
回
答
】
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
感

染
症
法
に
基
づ
き
、
症
状
の
程

度
に
か
か
わ
ら
ず
原
則
入
院
と

な
っ
て
い
ま
す
。
感
染
拡
大
に

伴
い
、
入
院
で
き
る
病
床
不
足

が
目
前
に
迫
っ
た
中
、
軽
症
者

ら
は
自
宅
や
施
設
等
で
療
養
し

て
も
ら
い
、
病
院
で
の
治
療
は

重
症
者
な
ど
を
優
先
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

県
は
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る

病
床
と
し
て
、
感
染
症
指
定
病

床
を
含
め
県
内
全
体
で
1
0
2

床
確
保
し
て
い
ま
す
（
4
月
13

日
現
在
）。
現
在
の
状
況
に
お

い
て
は
入
院
治
療
を
原
則
と
し

て
い
ま
す
が
、
今
後
の
感
染
拡

大
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
で
も
不

足
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
さ
ら
に
多
く
の
病

床
を
確
保
す
る
よ
う
に
努
め
て

い
ま
す
。

自
宅
、
施
設
等
で
の
療
養
は
、

厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
従
い
行
わ
れ
ま
す
。

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で
陽
性
と
診
断
さ

れ
た
軽
症
ま
た
は
無
症
状
の
人

が
該
当
し
ま
す
が
、
重
症
化
す

る
危
険
性
が
高
い
高
齢
者
や
妊

婦
、
基
礎
疾
患
が
あ
る
人
は
除

外
さ
れ
ま
す
。
自
宅
で
高
齢
者

や
重
症
化
の
危
険
性
が
高
い
人

と
同
居
し
て
い
る
場
合
、
家
庭

内
で
生
活
空
間
を
完
全
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、

施
設
等
で
の
療
養
と
な
り
ま
す
。

療
養
を
指
定
さ
れ
た
人
に
つ

い
て
は
、
電
話
や
医
療
関
係
者

の
施
設
内
駐
在
に
よ
り
毎
日
の

健
康
状
態
を
把
握
し
ま
す
。
症

状
が
悪
化
し
た
場
合
は
、
速
や

か
に
適
切
な
医
療
機
関
を
受
診

で
き
る
体
制
を
整
備
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
は
発
症
者
の
8
割
が
軽
症
で

済
み
ま
す
が
、
一
方
で
重
症
化

す
る
と
き
は
急
激
に
悪
化
す
る

場
合
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
軽
症

と
診
断
さ
れ
て
も
心
配
が
尽
き

な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

重
症
患
者
に
対
応
で
き
る
医
療

機
関
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
感
染
拡
大
の
緊
急
時
で

あ
っ
て
も
、
平
時
の
医
療
体
制

が
維
持
で
き
な
け
れ
ば
、
人
々

の
健
康
は
守
れ
ま
せ
ん
。
医
師
、

看
護
師
等
の
医
療
従
事
者
は
限

ら
れ
て
い
ま
す
。

感
染
拡
大
防
止
に
は
、
ま
ず

「
う
つ
ら
な
い
」
こ
と
で
す
。

う
が
い
、
手
洗
い
、
マ
ス
ク
着

用
を
心
掛
け
、
不
要
不
急
の
外

出
を
含
め
「
3
密
」（
密
閉
、

密
集
、
密
接
）
を
避
け
て
く
だ

さ
い
。
次
は
「
う
つ
さ
な
い
」。

微
熱
や
せ
き
、
倦
怠
（
け
ん
た

い
）
感
な
ど
、
少
し
で
も
体
調

が
異
な
る
と
感
じ
た
と
き
は
、

人
と
の
接
触
を
絶
っ
て
く
だ
さ

い
。
症
状
が
数
日
続
く
と
き
は
、

か
か
り
つ
け
医
に
電
話
で
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

大
変
不
自
由
な
思
い
を
強
い

ら
れ
ま
す
が
「
自
身
を
守
る
、

家
族
を
守
る
、
医
療
を
守
る
、

そ
の
行
動
が
社
会
を
守
る
」
と

い
う
こ
と
で
す
。
ご
理
解
く
だ

さ
い
。

（
県
医
師
会
）

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

質問をどうぞ この欄では県医師会が医療制度全般の質問
にお答えします。質問希望の方は知りたい

内容を分かりやすくまとめ、〒852－8601、長崎市茂里町3の1、長崎
新聞社生活文化部「医療制度Ｑ＆Ａ」係までお送りください。不明な点
をお聞きする場合がありますので住所、氏名、年齢、性別、電話番号を
明記してください。なお、直接本人への回答はいたしません。

入入
院院
治治
療療
はは
重重
症症
者者
優優
先先

悪
化
時
受
診
で
き
る

体
制
整
備
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